
（21）ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進補助⾦
独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構運営費項

⼀般会計会計中⼩企業庁組織経済産業省府省名 独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整備機構
⼀般勘定運営費交付⾦⽬

本省調査調査主体令和元年度補正︓360,000百万円の内数
（参考 令和６年度補正︓339,986百万円の内数）調査対象予算額

①調査事案の概要

【事案の概要】
（１）本事業は、加⼯機械、⽣産管理システム、IoTロボットの導⼊など、中⼩企業・⼩規模事業者等が取り組む⾰新的サービス開発・試作品開発・⽣産プロセスの

改善を⾏うための設備投資等に要する経費の⼀部を補助し、⽣産性向上を通じて持続的な賃上げを推進することを⽬的としている。

（２）本調査で対象とした第１次公募〜第３次公募（通常枠）に係る要件は以下のとおり。

総括調査票
1/3

補助上限 1,000万円
補 助 率 中⼩企業 1/2、⼩規模事業者等 2/3
補助要件 以下を満たす３〜５年の事業計画の策定及び実⾏

・付加価値額+３％以上/年
・給与⽀給総額+1.5 ％以上/年
・事業場内最低賃⾦≧地域別最低賃⾦+30円
※事業計画終了時点において、給与⽀給総額の年率平均
1.5％以上増加⽬標が達成できていない場合は、補助
⾦の⼀部返還を求める場合がある。

【調査対象公募回における採択状況】
第１次公募 申請者数2,287件、採択者数1,429件
第２次公募 申請者数5,721件、採択者数1,494件
第３次公募 申請者数6,923件、採択者数1,561件
※実績はいずれも通常枠

（参考）直近の公募回（第20回︓令和７年４⽉25⽇〜７⽉25⽇）
における要件

・補助事業終了後３〜５年の事業計画期間において、事業者全体の
付加価値額の年平均成⻑率を3.0%以上増加させること。

・補助事業終了後３〜５年の事業計画期間において、
従業員及び役員それぞれの給与⽀給総額の年平均成⻑率を2.0%
以上増加させること
⼜は従業員及び役員それぞれの１⼈あたり給与⽀給総額の年平均
成⻑率を事業実施都道府県における最低賃⾦の直近５年間の年平
均成⻑率以上増加させること。

・補助事業終了後３〜５年の事業計画期間において、事業所内最低
賃⾦を、毎年、事業実施都道府県における最低賃⾦より30円以上
⾼い⽔準にすること。 等
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事業者から提出された事業化状況報告を活⽤し、賃上げ等の状況を調査

【図１】事業スキーム
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②調査の視点 ③調査結果及びその分析 ④今後の改善点・検討の⽅向性

2/3総括調査票

１．補助要件
の達成状況に
ついて

２．賃上げの
内容について

給与⽀給総額
+1.5％以上/年と
の要件について、
達成状況はどうな
っているか。

１．補助要件の達成状況について １．補助要件の達成状況について

「給与⽀給総額」
の増加を要件とし
ているが、従業員
数の増加、役員報
酬の増加、賞与の
⼀時的な増額等に
よって要件達成が
可能であるため、
個々の従業員の持
続的な賃上げに結
びついていないの
ではないか。

給与⽀給総額の増加要件（給与⽀給総額+1.5％以上/年）について令和６年度に事業者から提
出された531件の事業化状況報告を調査した。
このうち、申請時に事業者が策定した事業計画の最終年度に係る同報告（当該報告により補助

⾦の要件達成の可否が判断される）を⾏った317者のうち、要件を達成した者は210者
（66.2％）、達成できなかった者は107者（33.8％）であった。
要件を達成できなかったことについて、⼀般的には、⾚字等により給与⽀給額を増加させるこ

とができなかったことが考えられるが、適切な把握・分析は⾏われていなかった。

・ 補助⾦受給者のうち３割以上が給与⽀
給総額の増加要件を達成していなかった
ため、中⼩企業庁は要件未達成の要因に
ついて適切な把握・分析を⾏い、申請時
の事業計画の評価をはじめ、補助⾦審査
の改善に活⽤すべきである。

２．賃上げの内容について

（１）給与⽀給総額の状況
・ 給与⽀給総額の増加要件については、
第１回公募（令和２年３⽉10⽇〜３⽉
31⽇）〜第18回公募（令和６年１⽉31
⽇〜３⽉27⽇）の間、据え置かれてい
たが、第19回公募（令和７年２⽉14⽇
〜４⽉25⽇）において基本要件は
+2.0％/年へと⾒直されている。

・ 他⽅で、調査対象事業者のうちの給与
⽀給総額の平均増加率は+6.4％/年であ
り、要件として設定する増加率の⽔準に
ついて、過去の公募における実績等を踏
まえ適切な⽔準に⾒直すべきである。

（２）⼀⼈当たりの給与⽀給額の状況
・ 給与⽀給⽔準を改善しなかったとして
も、従業員数を増加させることで給与⽀
給総額の増加要件の達成が可能となる。

・ 個々の従業員の賃上げに確実につなげ
る観点からは、⼀⼈当たり給与⽀給額に
よることが適当であり、【図３】のとお
り、給与⽀給総額と⼀⼈当たり給与⽀給
額の増加率に⼤きな傾向の差は⾒受けら
れないことを踏まえ、
① ⼀⼈当たりの給与⽀給額の増加率に

よることを要件の原則とする
② ベースアップなど、給与⽀給⽔準の

改善を要件とする
などにより、個々の従業員の賃上げが

担保される制度設計に改めるべきであ
る。

２．賃上げの内容について

令和６年度に報告があった事業者531者について調査したところ、次のとおりであった。
（１）給与⽀給総額の状況

給与⽀給総額+1.5％以上/年となった事業者は332者（63％）【図２ 】であった。
また、事業者531者の給与⽀給総額の平均増加率は、単純平均で+6.4％/年、直近の従業員数

を踏まえた加重平均で+9.8％/年であった。
（２）⼀⼈当たりの給与⽀給額（※）の状況
給与⽀給総額+1.5％以上/年且つ従業員を１名以上雇⽤する事業者（319者）【図２ 】の

⼀⼈当たり給与⽀給額を調べたところ、多くは増加していたが、85者（26％）で減少してい
た。この85者については、いずれも従業員数の増加により給与⽀給総額が増加していた。
また、１名以上の従業員を雇⽤する事業者（514者）【図２ 】について、給与⽀給総額の

年平均増加率と⼀⼈当たり給与⽀給総額の年平均増加率を⽐較したところ、【図３】のとおりで
あり、全体的な分布としては、両者による傾向の差は特段⾒受けられなかった。

※ ⼀⼈当たり給与⽀給額＝給与⽀給総額÷従業員数
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【図２】事業者の範囲（全体531者）

（対象範囲︓【図２ 】 ）

（対象範囲︓【図２】の全体）

【図３】給与⽀給総額・⼀⼈当たり給与額の増加率の状況

従業員あり
517者

従業員なし
（役員のみ）

14者

給与⽀給総額
+1.5％以上/年

332者

給与⽀給総額
+1.5％未満/年
（下部と合わせて）

199者

317者
（R６報告で要件達成を判断）

214者
（R５報告で要件達成を判断）

給与⽀給総額
+1.5％未満/年

【調査対象年度】
令和元年度
【調査対象先数】
中⼩企業庁︓１先
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③調査結果及びその分析 ④今後の改善点・検討の⽅向性

3/3総括調査票

（３）給与⽀給総額の内訳
（１）のうち、⼀定の規模がある事業者（従業員数21⼈以上の事業者）を対象に、給与⽀給総額の内訳（役員報酬、従

業員給与・⼿当及び賞与）を調査した。
従業員数21⼈以上の事業者のうち、給与⽀給総額+1.5％以上/年増加していた事業者は70者あった。このうち、給与⽀

給総額の内訳が把握できた事業者は32者あり、これらについて調査したところ、次のとおりであった。
なお、給与⽀給総額には役員報酬が含まれているが、役員数は事業者に報告を求めておらず、いずれの企業についても

不明であった。
・役員報酬の増加率が従業員給与等（※１）の増加率よりも⼤きい事業者︓14者
・役員報酬の増加率が⼀⼈当たりの従業員給与等（※２）の増加率よりも⼤きい事業者︓21者
・役員報酬が増加している⼀⽅で、⼀⼈当たりの従業員給与等が減少している事業者︓７者
・⼀⼈当たりの賞与（※３）の増加率が⼀⼈当たりの従業員給与・⼿当の増加率よりも⼤きい事業者︓11者（このうち５者
は、⼀⼈当たりの従業員給与・⼿当が減少）
※１ 従業員給与等＝給与・⼿当+賞与
※２ ⼀⼈当たりの従業員給与等＝従業員給与等÷従業員数
※３ ⼀⼈当たりの賞与＝賞与÷従業員数

具体的には、【表】のように、従業員個⼈の賃上げに繋がっているか疑義のある事業者が⾒受けられた。

２．賃上げの状況について

（３）給与⽀給総額の内訳
・ 個々の従業員の持続的な賃上げが⾏わ
れているかの把握に資するため、以下に
取り組むべきである。
① 給与⽀給総額の内訳を把握すること
ができた事業者が限定的であったこと
を踏まえ、給与⽀給総額の内訳につい
ての報告を徹底させるべきである。

② その際、役員数が明らかでないため
に役員⼀⼈当たりの報酬額と従業員⼀
⼈当たりの給与等を精緻に⽐較できな
い実態等も踏まえ、報告内容を充実さ
せるべきである。

・ 賃上げ要件においては、（２）で指摘
した点に加え、以下の観点により従業員
個⼈の賃上げに資する内容に改めるべき
である。
① 従業員給与等の増加と⽐較して役員
報酬の増加が過⼤と思われる事業者も
⾒られることから、要件達成の可否を
判断するに当たり、役員報酬の増加を
を含めないことや、役員報酬及び従業
員給与等のそれぞれの増加率を個別に
評価することを検討すべきである。

② 給与⽀給総額の増加率について、⽉
例給と賞与とを切り分けて評価するこ
とにより、⼀過性の賃上げにとどまら
ない持続的な賃上げを推進すべきであ
る。

※ 上記の観点について、基本要件として賃⾦
増加を課す他の補助⾦においても、同様に検
討すべきである。
【他の補助⾦における給与⽀給総額要件】
・ＩＴ導⼊補助⾦（補助額150万円以上の場合）

給与⽀給総額の年平均成⻑率+1.5％以上
・中⼩企業省⼒化投資補助⾦（⼀般型）

給与⽀給総額の年平均成⻑率+2.0%以上

２．賃上げの状況について

報告時基準年度

従業員数
（⼈）

給与⽀給総額（万円）従業員数
（⼈）

給与⽀給総額（万円）

役員報酬賞与給与・⼿当役員報酬賞与給与・⼿当

517,5001,00011,60020,100371,200011,40012,600事業者Ａ

362,900012,80015,700351,200010,70011,900事業者Ｂ

331,8001,5006,90010,20091,3005003,3005,100事業者Ｃ

（事業者Ａ）給与⽀給総額の増加のうち、役員報酬や賞与の増加が⼤宗を占めている。
（給与⽀給総額+7,500万円のうち、役員報酬+6,400万円（ +553％ ）、給与等+1,200万円（+10％））
従業員の賃上げのうち、賞与の増加が⼤宗を占め、給与・⼿当といった固定的な給与の増加は軽微に留まる。
（⼀⼈当たりの給与等の増加率▲20％。給与等の増加のうち83％を賞与の増加が占める。）

（事業者Ｂ）給与⽀給総額の増加のうち、役員報酬の増加率が従業員給与等の増加率に対して過⼤となっている。
（給与⽀給総額+3,700万円のうち、役員報酬+1,700万円（ +140％ ）、給与・⼿当+2,000万円（ +19％ ））

（事業者Ｃ）従業員の増加により給与⽀給総額+1.5％以上/年となったが、⼀⼈当たりの従業員給与等は減少している。
（給与⽀給総額は1.5％/年増加しているものの、⼀⼈当たりの従業員給与等が▲200万円と減少している。）

【表】給与⽀給総額内訳の具体例

※⾦額は100万円未満を四捨五⼊しているため、合計額等が⼀致しないことがある。


